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歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出

　 合　　　　計 3,891 （ 3,845 ） 合　　　　　計 3,891 （ 3,845 ）

（注） １．この表には、一般会計に計上の工事諸費を含む。 （　 ）内は前年度予算

　　　 ２．「一般会計より受入」には、「新しい日本のための優先課題推進枠」措置分１２３（１２１）億円を含む。

　　　 ３．「羽田空港」には、「新しい日本のための優先課題推進枠」措置分１２３（１２１）億円を含む。

　　　 ４．歳出における空港整備事業 （ 国際拠点空港、一般空港等、空港経営改革推進、航空路整備事業及び空港周辺環境

           対策事業 ）は、１,９０５（ １,８０６ ）億円。

　　　 ５．この表には、平成13年度二次補正において措置されたNTT-A資金の償還関係の２６（２６）億円を含まない。

　　　 ６．「空港等維持運営費等」には、財政投融資等の借入金償還経費４６３（４９９）億円を含む。

　　　 ７．計数は端数処理の関係で合計額に合致しない。
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Ⅰ．平成29年度航空局関係予算総括表

１．自動車安全特別会計 空港整備勘定収支

２．一般会計（非公共予算）

（単位：百万円）

平成29年度
予 算 額

平成28年度
予 算 額

増 ▲ 減 額 備 考

2,131 1,343 788

Ｉ Ｃ Ａ Ｏ 経 費 630 793 ▲163

操縦士の養成・確保の促進 115 63 52 ・

無人航空機の安全対策 84 10 74

小型航空機の安全対策 21 - 21 ・ 事故等の背景分析、新たな技術の導入
促進調査　等

地方空港受入環境整備事業 1,000 - 1,000 ・
・

地方空港の国際線新規就航等の推進
出入国容量拡大等施設整備への支援

そ の 他 物 件 費 281 477 ▲196 ・
・

国産旅客機の開発に伴う安全性審査
地方航空路線活性化プラットフォーム事
業　等

2,158 2,043 115

4,289 3,386 903

2,397 2,150 247

運 営 費 交 付 金 2,316 2,112 204 ・ 操縦士の供給体制強化　等

施 設 整 備 費 補 助 金 81 38 43

6 ,686 5,536 1,150合　　　　　　　計

国 土 交 通 本 省

地 方 航 空 局

民間と連携した操縦士の養成・確保の促
進　等

区　　　　　　　　分

小　　　　　　　　　計

独 立 行 政 法 人 航 空 大 学 校

安全性を確保するための技術に関する
評価手法の確立　等

・



平成２９年度予算については、 「経済財政運営と改革の基本方針2016」、

「日本再興戦略2016」、「明日の日本を支える観光ビジョン」等を踏まえ、下記

の基本方針により、生産性革命に向けた取組みとしてストック効果の高い事業

等に重点化を図り、我が国の国際競争力の強化及び観光立国を推進するとと

もに、地域の活性化及び航空の安全・安心の確保に必要な事業を推進します。

（１）首都圏空港の機能強化

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な開催、さらにはその先を見

据え、首都圏の国際競争力の強化、増加する訪日外国人旅行者の受け入れ、地方創生

等の観点から、首都圏空港の機能強化に向けて、羽田空港の飛行経路の見直し等によ

り2020年までに羽田・成田両空港の空港処理能力を約８万回拡大することに取組みます。

また、国際競争力の強化等に必要な施設の整備を重点的に実施します。

（２）観光ビジョンの実現と地方創生のための航空ネットワークの拡大

訪日外国人旅行者の目標2020年4000万人、2030年6000万人に向けて、航空需要が

急速に拡大する中、空港等のゲートウェイ機能を発揮していくため、那覇空港・福岡空港

の滑走路増設事業、CIQ施設を含めたターミナル地域の機能強化、管制処理能力の向

上等戦略的に受入環境整備を推進します。

また、「地方創生回廊」の完備に向けた国内航空ネットワークの充実及びLCC等による

地方空港の利用促進を図るため、民間の資金と創意工夫を活かす空港運営の民間委託

（コンセッション）を推進するとともに、着陸料及び航行援助施設利用料の見直し、航空機

燃料税の軽減延長等を行います。

（３）セキュリティ・セイフティの万全な確保

「テロに強い空港」を目指して、先進的な保安検査機器の導入（高性能爆発物自動検

出装置）、空港内監視の強化等により空港・航空保安対策をさらに強化します。

また、空港の耐震対策、老朽化対策等を着実に実施します。

さらに、操縦士の養成・確保対策、最近の小型航空機事故を踏まえた事故防止対策等

航空機の安全な運航を確保するとともに、無人航空機対策に取組みます。

２

Ⅱ．平成29年度航空局関係予算の基本方針



１．首都圏空港の機能強化

＜事業の概要＞

【平成２９年度 主要整備事項】

羽田空港においては、首都圏空港の機能強化に向けて、飛行経路の見直し等により２０２０年まで
に空港処理能力を約３.９万回拡大する取組みを進めています。

平成２９年度予算では、飛行経路の見直しに必要な航空保安施設、誘導路等の施設整備、ＣＩＱ施
設整備、環境対策事業に係る調査を実施するとともに、駐機場の整備、国際線・国内線地区を結ぶト
ンネル（際内トンネル）の整備、空港アクセス道路の改良、川崎市・羽田空港を結ぶ連絡道路の整備、
Ａ滑走路等の耐震対策及び基本施設・航空保安施設等の老朽化に伴う更新・改良を実施します。

３

（１）羽田空港

２９年度予算額 ６０９（４９８）億円
※（ ）内は前年度予算

うち「新しい日本のための優先課題推進枠」
［ 羽田：１２３億円 ］

羽田空港における滑走路運用・飛行経路の見直し

＜参 考＞
空港処理能力の拡大に伴って、ＰＦＩ事業者等ではターミナルビルの拡充を実施。（2020年3月末供用予定）

（１）現国際線ターミナルビルの拡充（搭乗橋（ＰＢＢ）ほか旅客増に伴い必要な施設を整備）
（２）国内線第２ターミナルビルの拡充（南側に新たに国際線対応施設を整備、国内線東貨物地区に国内線対応施設を整備）

※参考資料P25参照
環境対策

• 羽田空港の機能強化に伴う、学校・病院等の防音工事に係る調査の実施
• 低騒音機の導入促進のため、騒音値を考慮した料金体系の導入



４

（２）成田空港

※会社事業
高速離脱誘導路の整備（Ｂ滑走路）

成田空港庁舎耐震対策
（管制塔、滑走路等は対策済み） ターミナルビル利便性向上

（実施設計）

※会社事業
高速離脱誘導路の整備（Ａ滑走路）

第１ターミナル

第３ターミナル
第２ターミナル

Ａ滑走路（4,000ｍ）

Ｂ滑走路（2,500ｍ）

２９年度予算額 ３９（４９）億円
※（ ）内は前年度予算

成田空港においては、首都圏空港の機能強化に向けて、高速離脱誘導路の整備等により２０２０
年までに空港処理能力を約４万回拡大する取組みを進めており、また、第３滑走路の整備を始めと
する更なる機能強化策について、地域住民への説明を進めています。

平成２９年度予算では、継続中の庁舎耐震対策に加え、会社事業と連携してターミナルビル（ＣＩＱ
施設）の利便性向上のための整備に向けた実施設計等を行います。

＜参 考＞
○会社事業（約６９４億円）

平成２９年度は、空港処理能力の拡大に向けた高速離脱誘導路やエプロンの整備等を実施します。
※会社事業費は、全て会社の自己財源で対応。なお、会社事業費及び事業内容は現在の見込み。

【平成２９年度 主要整備事項】

＜事業の概要＞



５

（１）関西空港・伊丹空港

関西空港及び伊丹空港においては、関西空港の国際拠点空港としての再生・強化や関西圏の
航空輸送需要の拡大のため、平成２８年４月から、運営権の設定（コンセッション）により、関西エア
ポート株式会社による運営が開始されております。

平成２９年度は、両空港における航空機の安全な運航確保のために航空保安施設の更新等を
実施します。

２９年度予算額 ３８（８３）億円
※（ ）内は前年度予算

○平成２８年４月１日より、関西エアポート株式会社による運営が開始されています。

２．観光ビジョンの実現と地方創生のための航空ネットワークの拡大

【大阪国際空港】【関西国際空港】

航空保安施設の更新等

Ａ滑走路(1,828m)
（S33.3.18 供用）

Ｂ滑走路(3,000m)
(S45.2.5供用)

２期空港島

Ａ滑走路(3,500m)
（H6.9.4 供用）

一期空港島

二期空港島

航空保安施設の更新等

Ｂ滑走路(4,000m)
(H19.8.2供用)

Ａ滑走路(3,500m)
（H6.9.4供用）

（２）中部空港

中部空港においては、ＬＣＣ等の新規就航等により需要回復の傾向にあるものの、完全２４時
間化の実現のためには、地元関係者の一層の努力により需要の拡大を図るとともに、戦略的に
フル活用を図っていくことが重要な課題です。

平成２９年度は、航空機の安全な運航を確保するための航空保安施設の更新等を実施すると
ともに、今後のＬＣＣの新規就航等に対応するためのＬＣＣ専用ターミナルビル（ＣＩＱ施設）整備を
実施します。

また、中部圏の航空需要の更なる拡大と現施設のフル活用を図るための検討を地元と連携し
て実施します。

＜参 考＞
○会社事業（約２１億円）

平成２９年度は、ＬＣＣの増便・新規就航に対応するためのＬＣＣ専用ターミナルの整備（平成３１年度上期
供用開始予定）等を実施します。

※会社事業費は、全て会社の自己財源で対応。なお、会社事業費及び事業内容は現在の見込み。

２９年度予算額 ２４（１２）億円
調査費０．３（０．３）億円を含む

※（ ）内は前年度予算

【中部国際空港】

滑走路(3,500m)
(H17.2.17供用)

複合商業施設
予定地

ＬＣＣ専用ターミナルビル
予定地

大規模展示場
予定地(愛知県)

＜事業の概要＞

＜参 考＞

＜事業の概要＞



（３）一般空港等

２９年度予算額 ８３８（８１９）億円

※（ ）内は前年度予算

２７００ｍ
×６０ｍ １

３
１

０
ｍ

増設滑走路2,500m

現滑走路2,800m

国内線ターミナル

国際線ターミナル

2
1
0
m

○供用開始予定日 ： 平成３７年３月末※

※航空法第４０条に基づく告示

○総事業費 ： 約１,６４３億円※

※他に民間事業費：約２００億円がある。

○２９年度事業内容 ：

用地造成、誘導路・エプロン新設、

無線施設整備 等

空港の利便性向上や航空機の

慢性的な遅延の緩和等を目的とし

て、新千歳空港、福岡空港及び那

覇空港において、ターミナル地域

再編事業を実施します。

その他の地方空港においても、

航空機の増便や新規就航等に対

応するため、エプロン拡張やＣＩＱ

施設の整備等を実施します。

○工事完了 ： 平成３１年末

供用開始予定日 ： 平成３２年３月末※

※航空法第４０条に基づく告示

○総事業費 ： 約１,９９３億円

○２９年度予算額 ： ３４５億円

（うち国費 ： ３３０億円）

○２９年度事業内容 ：

用地造成（護岸工、埋立工）、

滑走路・誘導路新設、

管制塔・無線・照明施設整備 等

福岡空港については、慢性的に発生しているピーク時の航空機混雑を抜本的に解消するため、

平成３１年４月頃に予定する空港運営事業の民間委託（コンセッション）により適切な財源を確保

することとして、滑走路増設事業を引き続き実施します。

沖縄県と国内外とを結ぶ人流・物流の拠点として極めて重要な役割を果たしている那覇空港

において、更なる沖縄振興を図るため、滑走路増設事業を引き続き実施します。

〇 ターミナル地域の機能の強化

福岡空港滑走路増設事業

那覇空港滑走路増設事業

〇 滑走路増設事業

● 航空需要が急速に拡大する中、空港のゲートウェイ機能を発揮していくため、那覇空港・福
岡空港の滑走路増設事業、ＣＩＱ施設を含めたターミナル地域の機能強化等の受入環境整備
を推進します。

＜事業の概要＞

新千歳空港 国際線ターミナル地域再編事業

フェ
ンス

国際線エプロン

国際線旅客ターミナルビルの
機能向上（ＣＩＱ施設）

南側誘導路の
新設

国際線エプロンの
拡張

６



滑走路

管制塔 （イメージ）

エプロン

誘導路

・空港地下構造物の崩落による航空機等の被害を防止

・航空機の離発着に必要な機能を確保

航空輸送上重要な空港等において、地震災害時に、緊急物資等輸送拠点としての機能

確保、航空ネットワークの維持、背後圏経済活動の継続性確保や飛行中の航空機の安全

確保を図るため、最低限必要となる基本施設等及び管制施設等の耐震対策を実施します。

非液状化層

液状化層

支持地盤の改良（液状化対策）により、
舗装の損壊を防止 躯体の耐震補強により、地下構造物の損壊を防止

〇 空港の耐震対策

平成２６年５月に策定された国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）等に基づき、

定期的な点検等により劣化・損傷の程度や原因を把握し、老朽化の進んでいる施設につ

いて効率的かつ効果的な更新・改良を実施します。

（老朽化した滑走路舗装の改良）（基本施設点検実施状況） （航空保安施設点検実施状況）（老朽化した計器着陸装置の更新）

● 航空の安全・安心を確保するため、空港の耐震対策や老朽化対策を着実に実施します。

〇 空港の老朽化対策

熊本地震で被災した熊本空港について、地元との調整を図りつつ、空港運営事業の

民間委託（コンセッション）の手法を活用することによりターミナル地域の再建を推進します。

〇 熊本空港ターミナル地域の再建

ＬＣＣ等の国際定期便等の地方空港就航を強力に推進するため、空港ビル会社等が

行うＣＩＱ施設整備費用についての補助を実施します。

〇 地方空港におけるＣＩＱ機能強化の促進

７



（４）航空路整備事業

＜事業の概要＞

・統合管制情報処理システム整備事業

・航空路管制空域の再編整備事業

・航空保安施設の老朽化更新等

２９年度予算額 ３２２（３１９）億円

航空路管制空域の再編整備事業（空域の上下分離による処理容量の拡大）

８

200万機対応（東日本上下分離）

那覇管制部
福岡管制部

東京管制部
札幌管制部

西日本低高度
（神戸）

西日本高高度
（福岡）

東京管制部
札幌管制部

西日本低高度
（神戸）

高高度（福岡）

東日本低高度
（東京）

Ｈ３４年度～現状 Ｈ３７年度～

190万機対応（西日本上下分離）180万機対応

航空交通の安全確保を最優先としつつ、首都圏などの混雑空港・空域における航空交通容量

の拡大を図り、より効率的かつ効果的な管制サービスを提供するため、引き続き管制施設、航空

保安施設、通信施設等の性能を確保するとともに、管制空域の再編や航空保安システムの高度

化を推進します。

将来の航空交通量の増大に対応するため、航空路管制空域を上下に分離する空域の抜本的

再編を行い、管制処理能力の向上を図ります。平成２９年度は管制卓の設置等を行います。

・低負荷の高高度では取扱機数が大
幅に増加

・巡航と上昇降下の処理を高高度と
低高度に分離し処理効率を向上

【上下分離イメージ】【現行イメージ】

「巡航」＋「上昇降下」
（航空路空域）

〔那覇〕 〔福岡〕

〔福岡〕

〔西日本 神戸〕 〔東日本 東京〕〔東京〕 〔札幌〕

※（ ）内は前年度予算

統合管制情報処理システム整備事業

航空需要の増加に対応する基盤の一つとして、新しい管制情報処理システム（統合管制情報

処理システム）の整備を引き続き実施します。平成２９年度はレーダー情報処理拠点を４拠点か

ら２拠点に統合するため航空路管制処理機能等のシステム製造・設置を行います。

現
行
シ
ス
テ
ム

統
合
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム

データベース プログラム

データベースと
プログラムが一体

福岡管制部

東京

分
離
分
離

バックアップ
機能確保

那覇管制部

東京管制部

札幌管制部

データの
安全を確保

福岡

（高高度空域）

「巡航」→

〔西日本 神戸〕

〔福岡〕

〔東日本 東京〕

（低高度空域）

→「上昇降下」
（低高度空域）



民活空港運営法に基づき民間による一体経営（航空系事業と非航空系事業の経営一体化）を実現
し、着陸料等の柔軟な設定等を通じた航空ネットワークの充実、内外の交流人口拡大等による地域活
性化を図ります。

特に、高松空港等について公共施設等運営権を設定した場合の運営権者の公募手続きを進めると
ともに、他の国管理空港についても自治体・民間事業者から得られた運営形態や経営手法に関する
意見・提案を踏まえ、民間事業者への運営委託手法等の検討等を進めます。

９

（５）空港経営改革推進

空港運営民間委託スキーム

【仙台空港】
東急前田豊通ｸﾞﾙｰﾌﾟが設立した新会社（SPC）による運営を開始（平成28年7月）

〈新会社による主な計画〉
・新規需要のターゲットと位置付けるＬＣＣ向けの施設整備
・鉄道・バス事業者との連携による空港アクセスの改善
・空港ターミナルビル内の商業施設や案内機能の拡充

【高松空港】
平成30年4月頃からの運営委託に向けて、平成28年9月より公募選定手続きを開始

【福岡空港】
平成31年4月頃からの運営委託に向けて、平成28年7月から民間投資意向調査を実施

【北海道内空港】
広域観光の振興を図る観点から、北海道内空港（新千歳、稚内、釧路、函館等）
の一体的な運営委託について検討中

【広島空港】
広島県知事が運営委託推進の方針を表明（平成28年10月）

【熊本空港】
熊本県知事が運営委託推進の方針を表明（平成28年12月）

国管理空港の検討状況

２９年度予算額 ６（６）億円

※（ ）内は前年度予算

＜事業の概要＞



平成２９年度予算額 非公共予算 １０ （－）億円
一般空港等 ８３８（－）億円の内数

１０

＜事業の概要＞

（６）観光ビジョンの実現と地方創生に向けた地方における国内外航空網の強化

2012 2013 2014 2015

約45万人

約60万人
約75万人

約106万人

○国管理・共用空港（●は国際線就航）
□地方管理空港等（■は国際線就航）

「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成28年3月）の目標
訪日外国人旅行者数： 2020年：4000万人 （2015年の約2倍） 2030年：6000万人 （2015年の約3倍）

地方部（三大都市圏以外）での外国人宿泊者数： 2020年：7000万人泊（2015年の約3倍弱） 2030年：1.3億人泊（2015年の約5倍超）

①国管理空港の国際線着陸料割引
［割引率1/2以上・3年間］

②新規就航等経費支援
・チケットカウンター設置・使用料等
・グラハン、デアインシング経費等

［1/3補助・3年間］

③コンセッション/地方管理空港の
国際線着陸料補助

［着陸料本則の1/3補助・3年間］

地方空港におけるLCC等の国際線就航加速パッケージ

3年で約2.4倍

出典：法務省出入国管理統計 出典：法務省出入国管理統計

⇒認定空港にて実施

⇒支援は新規就航・増便のみ対象

⇒地域の同規模・同期間支援と協調

新規就航・増便の支援

【国際線】

地方空港へのＬＣＣ等の国際線の就航を強力に推進するため、高いレベルの誘客・就航促進の取組
を行う地方空港を「訪日誘客支援空港（仮称）」と認定した上で、国管理、地方管理空港等における着
陸料の割引／補助、グランドハンドリング経費等の支援を行い、新規就航・増便を促進します。

また、増大する航空旅客を受け入れる際のボトルネック解消のため、ＣＩＱ施設の整備やボーディング
ブリッジの設置等への支援により受入環境の高度化を図ります。

成田
31％

関西
25％

羽田
13％

福岡 7％

中部 5％

新千歳 5％

那覇 5％

港 3％
地方空港６％

国際線の就航状況（2015年）地方空港※からの訪日外国人数
（2012-2015年）

地方空港※の訪日外国人受入割合
（2015年）

「訪日誘客支援空港（仮称）」の認定 ※羽田、福岡、新千歳を除く国管理、地方管理、コンセッション空港が申請対象

地域による2020年までの誘客・就航促進計画： ①目標、②取組（セールス、海外ＰＲ、受入環境整備等）、③体制 等

【国内線】

地方航空ネットワークの維持・強化を図るため、航空機燃料税に係る軽減措置（26,000円/kl→18,000
円/kl）の３年間延長の税制改正を行うとともに、国内線に係る着陸料の軽減措置の拡充を実施します。

※詳細は15ページ（航空機燃料税）、25ページ（着陸料）を参照

①訪日外国人の受入対応
［観光庁］

・WIFI環境整備、多言語化、
移動円滑化の経費 ［1/3補助］

②海外PR等支援 ［観光庁］
JNTO（日本政府観光局）による
・ｴｱﾎﾟｰﾄｾｰﾙｽ相談
・専門商談会等への優先案内
・海外におけるPR支援

③ＣＩＱ体制の充実［法務省等］
CIQ関係省庁の物的・人的
体制整備との協調

関係部局・省庁
との連携

①航空旅客の受入環境高度化
・空港ビル会社等による出入国容量
拡大等に資する施設の整備

（待合スペース、バゲージハンドリング
システム、ボーディングブリッジ、
ランプバス、交通アクセス施設等）

［1/3補助］

⇒認定空港を優先的取扱

②CIQ施設の整備
・空港ビル会社等によるCIQ施設

の整備
［1/2補助］

⇒認定空港にて実施

空港受入環境の整備等

※地方空港＝主要７空港以外の空港

※（ ）内は前年度予算



１１

（７）空港周辺環境対策事業

空港と周辺地域との調和ある発展を図るため、騒防法に定める特定飛行場の周辺地域につ
いて、騒音激甚区域からの移転補償、緩衝緑地帯の整備、学校等の教育施設及び住宅の防音
工事等の補助を推進し、航空機騒音による障害の防止・軽減、生活環境の改善を進めます。

※ Lden：航空機騒音のレベルを評価する尺度

※特定飛行場：国管理の事業対象空港 函館、仙台、東京国際、新潟、松山、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇

概ね
Ｌｄｅｎ５７
ｄＢ以上

Ｌｄｅｎ６２
ｄＢ以上（第１種区域）

Ｌｄｅｎ７３
ｄＢ以上（第２種
区域）

Ｌｄｅｎ７６
ｄＢ以上

（第３種区域）

Lden
57dＢ

Lden
76dＢLden

73dＢ
Lden
62dＢ

第１種区域（Lden６２dＢ以上）
・住宅の防音工事、空調機器の更新に

対する補助
・生活保護世帯等に対する防音工事で

設置した空調機器稼働費の補助

第２種区域（ Lden７３dＢ以上）
・土地の買入や建物等の移転補償

概ねLden５７dＢ以上の区域
・学校、病院等の防音工事、空調機器

更新に対する補助
・共同利用施設整備に対する補助

第３種区域（ Lden７６dＢ以上）
・騒音軽減効果のある緩衝緑地帯の整備

（８）地方航空路線活性化プラットフォーム事業

地方航空路線の維持・拡充のためには、地域の多様な関係者が主体的に取り組むとともに、地
域間の連携を深める必要があります。

このため、発地着地両側の地域連携（ペアリング）による路線の維持・拡充のための取組のうち、
国として評価したモデル的な取組について実証調査を実施します。

また、地域と地域をつなぐ場（プラットフォーム）を設置し、他地域の優良な取組事例に係るノウハ
ウの共有や官民・地域間の連携強化を促進するとともに、国として地域における航空路線の維持・
拡充のための取組の企画・立案に必要な情報発信を行います。

２９年度予算額 非公共予算 ６０（－）百万円
※（ ）内は前年度予算

＜事業の概要＞

成
果
・効
果
の

共
有
・横
展
開

○地域のペアリングによる航空路線の維持・拡充に
係る取組の実証調査及び評価・検証

航空路線の維持・拡充に係る情報の展開 航空路線の維持・拡充に係る新たな取組の実証

＜事業の概要＞

離島航空路線は内陸路線に比べ旅客需要が小さく、運航距離が近距離でコスト面で割高である
上、趨勢的な人口減少、経済力の低下等により、離島航空路線をとりまく環境はますます厳しい状
況にあります。

このため、離島住民の日常生活に不可欠である離島航空路線の維持及び安定運航の確保のた
め、航空機購入費への補助を引き続き実施します。

平成２９年度は、航空機本体、乗員訓練用シミュレーター等の購入費への補助を行います。

２９年度予算額 ４８（６４）億円
※（ ）内は前年度予算

生活交通の存続が危機に瀕している地域において、地域の特性・実情に最適な移動手段が提供
され、また、移動にあたっての様々な障害（バリア）が解消されるよう、「地域公共交通確保維持改
善事業」により、離島航空路の運航費補助、離島住民運賃割引補助及び航空旅客ターミナルのバ
リアフリー化等の支援を着実に実施します。

２９年度予算額（一般会計） ２１４（２２９）億円の内数
※（ ）内は前年度予算

（９）離島の航空輸送等の確保

○プラットフォームの設置

【関連事項】地域公共交通確保維持改善事業

２９年度予算額 ３０（ ２１ ）億円
※（ ）内は前年度予算

＜事業の概要＞



ランドサイドエリアの行動解析及び不審物解析
により、テロ等を未然に防止するシステム

不審物検知

群衆行動解析 不審行動検知

ボディスキャナーは
那覇、鹿児島など

新たに８空港に導入

１２

保安検査の高度化

検査に係る旅客の負担を抑え、検査の円滑化を図りつつ保安検査の厳格化を実現。

「航空セキュリティの向上」と「観光先進国実現」の両立に寄与。

期待される効果

【事業スキーム】
航空会社等が実施している保安検査（検査機器の整備費や検査職員の委託費）に対し、空港設置管理者は

当該経費の１／２を補助。
ただし、先進的な保安検査機器の整備費については空港設置管理者の１／２補助に加え、国として１／２を

補助。

２９年度予算額 １９（ ３ ） 億円
※（ ）内は前年度予算

「テロに強い空港」を目指し、ボディスキャナーをはじめ、先進的な保安検査機器の導入を推進
し、航空保安検査の高度化を図ります。

「ボディスキャナー」は、平成２８年度に羽田、成田など８空港に導入し、平成２９年度は那覇、
鹿児島など新たに８空港に導入します。また、全国の主要空港への導入は当初計画より１年前
倒しし、２０１９年ラグビーワールドカップ日本大会開催までの整備完了を目指します。

さらに、先進的な保安検査機器の対象に、手荷物検査の「高性能Ｘ線検査装置」等を加え、２０
２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催までに導入を推進します。

+

≪ボディスキャナー以外の先進的な保安検査機器の例≫

機内手荷物用

機内持込・受託手荷物のＸ線検
査機器のうち、爆発物を自動的
に検知し、仕分けするシステム

蒸散痕跡物等利用爆発物検査装置

現行の接触検査に代わる
ものとして、自動的に非接
触で人体表面の異物を検

知する装置

高性能Ｘ線検査装置

空港内監視の強化

・先進的なターミナルビル警備システムの調査・実証実験
・制限区域内の監視カメラシステム設計

「テロに強い空港」を目指し、２０２０年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会開催までに、国管理空港の
警備体制を強化します。

３．セキュリティ・セイフティの万全な確保

（１）航空保安対策・空港内監視の強化

受託手荷物用

液体爆発物検査装置

爆発物等を自動で検知

今
回
拡
充

２９年度予算額
空港等維持運営費 ０．４（－）億円
一般空港等 ８３８（－）億円の内数

※（ ）内は前年度予算

＜事業の概要＞

＜事業の概要＞
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（２）操縦士の戦略的な養成・確保対策

ＬＣＣの急速な事業拡大や操縦士の大量退職等が見込まれる中、「明日の日本を支える観光ビジョ
ン」では、訪日外国人旅行者数の目標が２０２０年に４，０００万人と倍増されており、これに伴い操縦
士の養成・確保が重要となっています。

これらを踏まえ、平成３０年度から航空大学校の養成規模を拡大（７２人→１０８人）するため、帯広
分校の教官や訓練機の増強等を図り、宮崎本校の訓練機の更新により着実な訓練を推進します。

さらに、民間と連携してエアライン操縦士の効率的な養成・確保を図るとともに、ドクターヘリ等公共
性の高いヘリコプターの運航を確保するための取組みを総合的に推進します。

エアライン操縦士の養成・確保の推進

○操縦士志望者の適性を測定する手法に関する調査
○操縦士の健康管理の向上等

帯広分校の教官及び訓練機の増強等

訓練機

※供給体制の強化に対応し、平成３０年度以降も
宮崎本校及び仙台分校の教官、訓練機及び飛行
訓練装置の増強等を順次行います。

フル・フライト・シミュレーター
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事業者の

年間飛行時間

教官

ヘリコプター操縦士の
養成・確保の推進

○効率的な養成スキー
ムに関する調査

エアライン操縦士・ヘリコプ
ター操縦士の養成・確保の推
進（共通事項）
○シミュレータ－の活用拡大

に関する調査

２９年度予算額 １１１（８４）百万円
※（ ）内は前年度予算

提供：三菱航空機㈱

（平成27年11月11日初飛行の様子）

我が国で初めての国産ジェット旅客機（定員70～90人）

ＭＲＪ
の特徴

客室の快適性

低燃費・低騒音

高い安全性

次世代
エンジン

優れた
運航経済性

炭素繊維
複合材
技術

新たな国産旅客機について、我が国は製造国政府としての確実な安全性審査が求められています。
このため、製造国政府としての安全性審査手法を確立し、設計資料の書類審査、各種試験への立ち
会い、装備品や航空機の製造に係る検査の実施等、安全性の審査を適確に実施することで、市場へ
の円滑な投入・外国への輸出を支援し、航空機産業の振興にも寄与していきます。

今後20年、世界で5000機以上の需要が見込まれる70～
90席クラス（リージョナルジェット機）の市場に投入

（３）国産旅客機の開発に伴う安全性審査

＜事業の概要＞

＜事業の概要＞

２９年度予算額 ２，３９７（２，１５０）百万円
※（ ）内は前年度予算

２９年度予算額 １１５（６３）百万円
※（ ）内は前年度予算

(独)航空大学校の操縦士の供給体制強化 民間と連携した操縦士の養成・確保の促進



（４）無人航空機の安全対策

２９年度予算額 非公共予算 ８５（１０）百万円
※空港整備勘定にも別途計上

地方航空局分を含む。 ※（ ）内は前年度予算

有人機・無人機や無人機同士の衝突防止対策

航空法で定める飛行の禁止空域内での
飛行制限に関する安全対策

規制対象として
設定されたエリア

×エリア内での
離陸抑止

エリア内への
進入抑止

×

目視外や夜間飛行、空港周辺の飛行等
に関する安全対策

無人航空機の許可承認の審査・監督の強化

①適切な申請及び審査体制の確保

②許可承認後の飛行の監督強化

③許可承認基準の適切な見直し・強化

○ 補助者の配置と同等の安全性を確保するための技術、
機体の視認性を高めるための技術、制御不能に陥った
場合においても第三者等に危害を加えることなく安全な
場所に着陸できるような技術等に関する評価手法を確
立します。

○ 無人航空機に係る安全情報の報告・収集等の基準の
策定等を行うとともに、適切な許可承認の実施と飛行
の監督体制確立のため必要な調査等を行います。

○ ＧＰＳ機能等を用いて無人航空機の飛行禁止空域内で
の飛行を制限し、許可を得た場合のみ制限を解除でき
る仕組みを構築するため必要な調査等を行います。

（５）小型航空機に係る総合的な安全対策の強化
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小型航空機 「自家用機」の事故の件数

近年の小型航空機による航空事故件数

今後の安全対策の全体像

新たな安全
対策の実施

有識者検討会等に
よる調査・検討の実施

安全啓発や
情報発信

各々の施策を連携させながら全体として
小型航空機の安全性を向上

＜最近の小型航空機の重大事故事例＞
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死亡者数（人） 「自家用機」の事故による死亡者数（人）

平成２７年７月２６日、調布
飛行場を離陸した小型航空
機が墜落し、経路下の住宅
を大破させ、住民を含む３名
が死亡、５名が負傷すると
いう事故が発生

近年の小型航空機による死亡者数

２９年度予算額 ２２（－）百万円
地方航空局分を含む。※（ ）内は前年度予算

＜事業の概要＞

自家用の小型航空機の事故が多発している状況を踏まえ、小型航空機の抜本的な安全対策
を講じるため、「その運航実態や事故の背景等を踏まえたルールの検討」、「新たな技術の導入
促進」、「安全啓発」、「国による直接的な指導・監督の強化」等の取組みを総合的に推進します。

１４

＜事業の概要＞

○ 無人航空機の飛行情報(飛行日時、飛行経路・高度等)
を関係者と共有できるシステム等を導入します。

○実態を踏まえたルールの検討・強化
○新たな技術の導入促進

○安全啓発・国と運航者の連携
○国による直接的な指導・監督の強化

無人航空機の飛行に関し、国として安全性を確保するための技術に関する評価手法の確立等を図
るとともに、適切な許可承認の実施と飛行の監督の体制を確立します。

DroneA

×

50m
100m
150m

断面図

（イメージ）

機体情報

飛行プラン

飛行時刻 8:00～9:00
高度 50m

×

機体 Drone A
飛行モード 自動操縦

メーカー ABC
製造番号 1234



【平成２９年度航空局税制改正】

地球温暖化対策のための税における国内定期航空運送事業に係る還付措置 【延長】
（石油石炭税）

○ 国内定期航空運送事業の用に供した航空機燃料に係る地球温暖化対策のための税の還付措置の適用期限
を３年間延長する。

（平成３１年度まで）

航空機燃料税の軽減措置 【延長】
特定離島路線の指定要件の拡充 【拡充】

（航空機燃料税）

「国際協力を使途とする資金を調達するための税制度(国際連帯税）」の航空券への課税に反対
→今年度の新設は認められず、今後の検討事項とされた

（国際連帯税）

○ 外務省からの要望である国際連帯税の新設について、仮に航空券に課税するのであれば、これに反対と主張
○ 今年度の新設は認められず、今後の検討事項とされた。

※国土交通省のスタンス

仮に、航空券に課税をするのであれば、受益と負担の関係が不明確であるということ、観
光先進国の実現に逆行するものであること等の理由から反対する。

入国旅客が到着時免税店において購入して輸入する外国貨物を現行の携帯品免税制度の対象へ追加
【拡充】

（関税・内国消費税）

○ 入国旅客が到着時免税店において購入して輸入する
外国貨物について、携帯品免税制度の対象として
関税・内国消費税を免除する。

入国旅客の免税品購入の流れ（イメージ）▶

○ 空港政策の重点が「整備」から「運営」に転換していることや、地方航空ネットワークの維持・強化の必要性を
踏まえ、空港整備財源にのみ充当されている航空機燃料税の軽減措置を３年間延長する。

（平成３１年度まで）
○ 航空機燃料譲与税として航空機燃料税から譲与する割合の引き上げ措置を３年間延長する。

（平成３１年度まで）
【軽減内容】
本則 ：26,000円/kl→18,000円/kl
沖縄路線 ：13,000円/kl→ 9,000円/kl
特定離島路線 ：19,500円/kl→13,500円/kl
航空機燃料譲与税の割合 ：2/9

○ 特定離島路線の指定要件を拡充する。
追加路線：屋久島＝福岡、奄美大島＝福岡
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航空機騒音対策事業に係る特定の事業用資産の買換え等の特例措置 【延長】
（所得税・法人税）

○ 個人又は法人が、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に定める第２
種区域内及び「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に定める航空機騒音障害防止特別地区内にある
土地等を、当該区域外の土地等と買換え又は交換した場合における譲渡所得の課税の特例措置の適用期限
を３年間延長する。

（平成３１年度まで）

航空機の部分品等に係る特例措置 【延長】
（関税）

○ 航空機の部分品等に係る関税の免税措置の適用期限を３年間延長する。

（平成３１年度まで）

１６

【航空局関係財投機関財政投融資計画等総括表】

区 分
財 政 投 融 資

29 年 度 前 年 度 倍 率
(A) (B) (A/B)

新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 32,000 28,000 1.14 

中 部 国 際 空 港 株 式 会 社 8,200 9,300 0.88 

（単位：百万円）

上記は、全額過去に発行した政府保証債のうち平成２９年度に償還するものの借り換えであり、新たに建設事業に充
当するものはない。



（１）首都圏空港の機能強化

【 組織関係 】

○ 東京航空局 東京空港事務所 総務部 「地域調整官」 の設置

【 定員関係 】 （１３人）

○ 首都圏空港の機能強化に必要な体制の強化のための定員など。

（２）観光ビジョンの実現と地方創生のための航空ネットワークの拡大

・空港経営改革の推進

【 組織関係 】

○ 東京航空局 「空港経営改革調整官」 の設置

○ 大阪航空局 空港部 「空港経営改革調整課」 の設置

【 定員関係 】 （９人）

○ 空港の経営改革の推進、福岡空港の滑走路増設に向けた体制の強化のための定員など。

・航空交通量増大への対応、管制処理能力の向上

【 定員関係 】 （１１３人）

○ 全国的な空域再編による管制処理能力向上に向けた体制の強化のための定員など。

・国際航空ネットワークの充実

【 組織関係 】

○ 航空局 航空ネットワーク部 「国際航空課」 の設置

【 定員関係 】 （８人）

○ 航空分野における国際業務体制の強化のための定員など。

・経済成長を支える組織作り

【 組織関係 】

○ 航空局 総務課 「政策企画調査室」の設置

○ 航空局 航空ネットワーク部 「空港業務課」 「空港計画課」 「空港技術課」 の設置

○ 地方航空局 総務部 「契約審査課」 の設置

【 定員関係 】 （１２人）

○ 契約業務の公平性・透明性の確保に向けた体制の強化のための定員など。

（３）セキュリティ・セイフティの万全な確保

・危機管理体制（セキュリティ）の万全な確保

【 組織関係 】

○ 航空局 総務課 「危機管理室」 の設置

【 定員関係 】 （４人）

○ 国際的なテロに対応した先進的な検査機器の導入、セキュリティ体制の強化のための定員など。

・安全（セイフティ）の万全な強化

【 定員関係 】 （２２人）

○ 無人航空機、小型航空機の安全確保に向けた体制の強化のための定員など。

・安全・安心を支える組織作り

【 組織関係 】

○ 航空局 交通管制部 管制技術課 「航空灯火・電気技術室」「交通管制機械施設調整官」 の設置

【 定員関係 】 （１２人）

○ 航空保安大学校における教育・訓練体制の強化のための定員など。

定員措置［１９３人］ * 振替を含む

平成２９年度組織・定員措置において、以下のような項目について
重点的に実施体制を強化します。

【平成２９年度航空局関係組織・定員予算措置の概要】

１７

* 組織名称はすべて仮称



【航空局本省組織再編の概要について】

* 組織名称はすべて仮称

＜平成２９年度からの新体制＞ ＜現行＞

航空局長

次長

審議官

大臣官房参事官（航空予算）

航空ネットワーク部

国際航空課

航空事業課

安全部

大臣官房参事官（航空安全）

大臣官房参事官（航空事業安全）

航空機安全課

交通管制部 交通管制企画課

管制課

運用課

首都圏空港課

航空局長

次長

審議官

大臣官房参事官（航空予算）

航空ネットワーク部 航空ネットワーク企画課

航空事業課

空港施設課

安全部

大臣官房参事官（航空安全）

空港安全・保安対策課

大臣官房参事官（航空事業安全）

運航安全課

航空機安全課

交通管制部

管制課

運用課

管制技術課

大臣官房参事官（空港）

環境・地域振興課

首都圏空港課

運航安全課

空港業務課

空港技術課

空港計画課

航空ネットワーク企画課

大臣官房参事官（空港）

政策調査室

航空戦略課

国際・危機管理室

安全企画課

政策企画調査室

総務課

危機管理室

航空灯火・電気技術室

交通管制企画課

航空灯火・電気技術室

交通管制機械施設
調整官

総務課

管制技術課

*

*

*

*

*

*

*

*

空港安全監督室

空港安全室

安全企画課

*
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（参 考 資 料）

１９



       （　　歳　　　入　　）    （　　歳　　　出　　）

他会計
からの受入

空港整備勘定
自己財源

歳 出 合 計

純粋一般財源
286億円(7.3%)

航空機燃料税
523億円(13.4%)

着陸料等収入
866億円(22.3%)

航行援助施設
利用料収入

1,396億円(35.9%)

雑収入等
819億円(21.1%)

３，８９１億円

809億円
(20.8%)

3,082億円
(79.2%)

成田空港
39億円(1.0%)

羽田空港
609億円(15.6%)

関西空港等
38億円(1.0%)

中部空港
24億円(0.6%)

一般空港等
838億円(21.5%)

航空路整備
322億円(8.3%)

空港周辺
 環境対策

  30億円(0.8%)

維持運営費等
1,937億円(49.8%)

３，８９１億円

離島航空
 事業助成

  48億円(1.2%)

空港経営
　改革推進
6億円(0.2%)

歳 入 合 計

○空港整備勘定の歳入・歳出規模（平成29年度予算額）

○空港整備勘定のしくみ

航空事業者等

雑収入等

空港整備勘定
空港関係
都道府県

空港関係
市町村

（単位：億円）

平成２９年度予算額 ３，８９１億円

２／１３→２／９

１／５ ４／５

１１／１３→７／９

航空機燃料税

８１９

（注）１．計数は端数処理の関係で合計額に合致しない。

空港使用料

着陸料等
航行援助施設利用料

２，２６３

（注）２． は平成２９年度から３ヵ年の特例措置の延長。

一般会計

航空機燃料税
５２３

一般財源
２８６

本則 26,000円/kℓ → 18,000円/kℓ
離島路線 19,500円/kℓ → 13,500円/kℓ
沖縄路線 13,000円/kℓ → 9,000円/kℓ

航空機燃料譲与税

（注）計数は端数処理の関係で合計額に合致しない。

２０



２１

首都圏空港と諸外国の主要空港の発着回数等

羽田空港機能強化に係る環境影響等に配慮した方策

○ 「第４回首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」（平成28年7月28日）において、関係自治体からの
要望や住民意見等も踏まえた、環境影響等に配慮した方策を関係自治体に提示した。

○ 関係自治体は、提示された方策が環境影響等に配慮したものであると評価した。

○ 新飛行経路運航開始までの間、定期的に１都２県の約20か所において、住民説明会（オープンハウス型）
を順次開催する。

（出典）
ACI Annual World Airport Traffic Report (Annual WATR ）2015:発着回数、旅客数
OAG時刻表：就航都市数（2016年10月30日～11月5日の定期旅客便のデータ）



２２

出典：空港管理状況調書（国土交通省航空局）
※発着回数は着陸回数の２倍とした。

（万人） （万回）

国内主要空港の利用状況（平成２７年度）

成田空港の更なる機能強化に係る検討事項



２３

国管理空港の運営委託（コンセッション）に関する検討状況

滑
走
路
・ビ
ル
の
資
産
調
査

（
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）

民
活
空
港
運
営
法
施
行

民
活
空
港
運
営
法
に
基
づ
く

基
本
方
針
の
策
定
・公
表

運
営
権
者
の
選
定
プ
ロ
セ
ス

Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
に
基
づ
く

実
施
方
針
の
策
定
・公
表

運
営
開
始

民
間
投
資
意
向
調
査

（
マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
）

【全体スケジュール（予定）】 個別空港ごとの取組

仙台空港 H25 H25.11～ H26.4 H26.6～ H28.7～

高松空港 ～H26 H27.10～ H28.7 H28.9～ H30.4～

福岡空港 ～H27 H28.7～ H29.3 H29.5～ H31.4～

仙台空港

国

国 北海道 帯広市 旭川市

(*)丘珠空港は、国

管理ではあるが、防
衛省との共用空港

仙台空港

東急グループ
前田建設
豊田通商

仙台空港スキーム

仙台国際空港
株式会社（※）

運営権

出資

北海道内空港

新千歳 函館 釧路 稚内 中標津 女満別 紋別

奥尻 利尻 礼文

帯広 旭川

民間事業者（※）

丘珠
(*)

運営委託（コンセッション）のスキーム

関空・伊丹（・神戸）スキーム

新関空
会社

関西空港 伊丹空港

オリックス
ヴァンシ（仏）

他

神戸空港

神戸市
（※）

運営権

関西エアポート
株式会社 出資

（※）神戸空港のコンセッションが実施される場合、運営権者（関西エ
アポート株式会社）は、神戸空港の運営権獲得に向けた交渉がで
きるとされている。

（※）運営権者（仙台国際空港株式会社）は、仙台空港以外
の空港の運営を受託することが出来ない。

（※）国管理空港の運営権者は、北海道内空港の他の
空港の運営を受託することも可能とする予定。

北海道内の
国管理空港

H28.7～ H29 H29 H30 H32～

※広島空港及び熊本空港については、それぞれ県知事が運営委託推進の方針を表明



２４

地方空港における国際航空ネットワークの展開

ソウル：７便 香港：２便 台北：３便 上海：７便

高雄：２便

熊本空港

ソウル：５便 香港：３便 台北：７便
上海：７便 大連：４便
上海・成都：７便 大連・北京：４便

広島空港（７都市３７便）

ソウル：３便 香港：９便 台北：４便 上海：２便

バンコク：７便 クアラルンプール：5便
ソウル：４２便 釜山：１２便 香港：１１便
高雄：５便 台北：２７便 上海：１１．５便
天津：２便 北京：５便 グアム：２便
ユジノサハリンスク：２便 ホノルル：３便
台北・シンガポール：３便

新千歳空港（１４都市１３７．５便） 2011年から2016年の地方空港に
おける定期国際旅客便の増加

４６０便→９０３．５便（約９割増加）
＊2011年は東日本大震災の影響等あり
＊2015年冬期スケジュール当初は783便

ソウル：３便 台北：７便 上海：４便

小松空港（３都市１４便）

ソウル：３便 香港：２便

米子空港（２都市５便）

ソウル：３便 ハルビン：３便
上海：２便

新潟空港（３都市８便）

ソウル：７便 台北：１１便 上海：２便
グアム：２便 上海：北京：２便

仙台空港（５都市２４便）

ソウル：３便 香港：２便 台北：２便

宮崎空港（３都市７便）

ソウル：５便 香港：４便
台北：６便 上海：４便

高松空港（４都市１９便）

2016年冬期スケジュール当初の定期旅客便数。
便数は週当たりの往復便数。就航都市数には経由地も含む。

（10月30日～11月5日の時刻表をもとに航空局作成）

ソウル：４便 上海：２便

シンガポール：７便 バンコク：７便
マニラ：１０便 ハノイ：４便
ホーチミン：２便 マカオ：５便
ソウル：１０４便 テグ：１８便
釜山：４９便 香港：２３便 高雄：５便
台北：３３便 上海：３５便 青島：７便
大連：７便 南京：３便 グアム：７便
ホノルル：５便 台北・香港：７便
南京・成都：３便 上海・武漢：７便
大連・北京：７便 青島・北京：７便

福岡空港（２１都市３６２便）

ソウル：４便

大分空港

台北：２便 上海：４便

旭川空港（２都市６便）

大連：２便

北九州空港

上海：６便

ソウル：３便 台北：２便
上海：２便 大連：２便

富山空港（４都市９便）

ソウル：３便 上海：３便

佐賀空港（２都市６便）

台北：９便 天津：２便

函館空港（２都市１１便）

ソウル：５便 台北：４便 杭州：４便 上海：７便
寧波：２便 上海・武漢：７便

静岡空港（６都市２９便）

上海：２便

松山空港

岡山空港（４都市１９便）

ソウル：４９便 釜山：６便 香港：２１便
高雄：２便 台中：２便 台北：４９便
杭州：４便 上海：２１便 天津：２便
南京：５便 北京：４便

那覇空港（１１都市１６５便）

長崎空港（２都市６便）

空港名：2011年→2016年
新千歳空港：9都市62便→14都市137.5便
福岡空港：19都市200便→21都市362便
那覇空港：6都市35便→11都市165便

香港：２便

新石垣空港

茨城空港

鹿児島空港（４都市１８便）

ソウル：３便

青森空港

ＬＣＣ旅客者数の推移（平成２７年度）ＬＣＣ旅客者数の推移（平成２７年度）
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出典：国土交通省航空局作成

国際線（万人）国内線（万人）

旅客数 シェア 旅客数 シェア



軽減措置

国管理・共用空港の着陸料の軽減措置

沖縄・離島路線に係る着陸料軽減

国際航空路線に係る着陸料軽減

• 羽田以外の空港について、国際定期便の着陸料を7/10、国際旅客チャーター便の着陸料を1/2に軽減。 【継続】
• 上記に加え、羽田・福岡・新千歳以外の空港において、新規就航等に際し着陸料を1/2に軽減（通称：インバウンド割）。

〔地域の同規模・同期間支援と協調〕 【継続】
• 更に、「訪日誘客支援空港（仮称）」については、「インバウンド割」を拡充し、新規就航等に係る着陸料を最長3年間、1/2以上

引き下げ。 〔地域の同規模・同期間支援と協調〕 【拡充】

深夜早朝路線に係る着陸料軽減

※最大離陸重量50t以下の小型機材に係る着陸料については、更に9/10に軽減 【継続】

国内航空路線に係る着陸料軽減

【国内線】 ＜変更無し＞
最大離陸重量×単価(※)＋騒音値に応じた料金＋旅客数×120円
（旅客数の料金は、L/Fが70%以上の場合、70%時の人数で算出。）

【国際線】 ＜羽田の着陸料体系を変更＞
羽田： 最大離陸重量×2,600円＋騒音値に応じた料金
羽田以外： 最大離陸重量×単価（※）＋騒音値に応じた料金

（※）単価は最大離陸重量に応じて設定

• 24時間空港（新千歳、北九州、関空）の深夜早朝利用促進のため、これら3空港において、深夜早朝に離発着する羽田便の着陸料
を1/2に軽減。 【拡充】

• 24時間空港（羽田、新千歳、北九州)の深夜早朝国際貨物便（22:00～6:59）の着陸料を1/2に軽減 【拡充】

• 羽田空港における低需要時間帯の利用促進のため、26:00～28:00に着陸する国際旅客便（新規就航・増便分）

の着陸料を1/2に軽減 【拡充】

羽田空港の着陸料 福岡 、新千歳の着陸料 その他の国管理・共用空
港の着陸料

出
発
空
港

羽田、伊丹、福岡、新千歳 本則 本則

関空、広島、高松、松山、北九州、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島 本則の3/4→本則の2/3

釧路、函館、高知、米子（美保）、岩国、徳島、小松 本則の1/2→本則の2/5

旭川、帯広、女満別、秋田、山口宇部、青森、庄内、富山、
神戸、鳥取、出雲、岡山、佐賀 本則の2/5→本則の1/5

稚内、紋別、中標津、丘珠、三沢、大館能代、山形、能登、南
紀白浜、石見、その他 本則の1/5→本則の1/6

本則の1/2
→関西、成田、中部発

本則の1/3

本則の1/2
→関西、成田、中部発

本則の1/3

算定方法

なお、上記の算定方法、軽減措置については、今後、関係者との調整により、変更の可能性がある。

• 沖縄発着路線（国内便・国際貨物便）に係る着陸料について、機材の種別等に応じて1/6～1/16に軽減。 【継続】

• 離島発路線に係る着陸料について、機材の種別等に応じて1/6～1/16に軽減。 【継続】

２５

・ＩＣＡＯの推奨する体系に移行し、国際線と国内線の間の負担の適正化を図る
・料金体系の見直しは、激変緩和措置として数年かけて段階的に実施

航行援助施設利用料の見直し

ＩＣＡＯ推奨の航行援助施設利用料

飛行場料金の体系

空港への離着陸等において提供される管制サービスにかかる料金
※ 飛行距離に関係なく重量に応じて課金される

航空路料金の体系

管制区管制業務の管轄空域を通過する際に提供される管制サービス
にかかる料金
※ 飛行距離及び重量に応じて課金される
※ 洋上管制区の料金を別に設定することができる

飛行場

飛行場
料金区間

飛行場
管制

航空路
管制

航空路（陸上）料金区間

飛行場
料金区間

洋上
管制

飛行場
管制

航空路（洋上）
料金区間

飛行場
管制

航空路
管制

上空通過(陸上）

国際飛行

国内飛行

洋上
管制

飛行場
管制

我が国の航行援助施設利用料

上空通過：陸上域、洋上域に区分して距離に関係なく定額

国際飛行：重量で区分（100t未満と100t以上）して距離に

関係なく定額

国内飛行：飛行距離で区分(400km以下、400㎞を超え800㎞

以下、800㎞を超えるもの）し、重量に応じて課金

飛行場
管制

航空路（陸上） 航空路（洋上）

上空通過(洋上）

○ ICAO推奨体系における航行援助施設利用料の料金範囲のイメージ

国内飛行 国際飛行 上空通過

○ 我が国の航行援助施設利用料の料金範囲のイメージ



航空は我が国の経済産業活動や国民生活を支える基盤であり、地方航空路線が地方創
生、観光立国に果たす役割は大きく、その維持・活性化が期待される。

しかしながら、地域航空を取り巻く課題は多く、例えば地域航空会社にあっては、脆弱な経
営基盤、少数機材運営による高コスト構造、機材故障時等の欠航、特定の大手航空会社との
連携に伴う限定された事業展開といった課題があり、また、大手航空会社にあっては、100席以
上の大型機のような使用機材のミスマッチ、大規模需要路線の競争激化に伴う内部補助の限
界といった課題がある。

さらに、旧型小型機の製造終了等に伴う機材更新やその結果としての必然的な供給増、パ
イロット等の人材確保の難航等、今後も様々な課題が生じることが懸念されている。

上記のような課題を踏まえれば、地方航空路線を持続可能なものとするため、従来の取組
を超えた地域航空のあり方を模索する必要がある。

①航空会社間の望ましい協業のあり方
（例）・地域航空会社間の機材調達、整備、乗員養成等の共通化・外部化等を通じた

固定費の低減方策
・大手航空会社系列の枠を超えた連携

②行政と地域航空会社との望ましい連携のあり方
（例）・航空会社間の協業を促すための自治体及び国の役割

（五十音順、敬称略）

奥 直子 日本政策投資銀行企業金融第６部課長

加藤 一誠 慶応義塾大学商学部教授

○竹内 健蔵 東京女子大学現代教養学部国際社会学科教授

花岡 伸也 東京工業大学環境・社会理工学院融合理工学系准教授

矢ケ崎紀子 東洋大学国際地域学部国際観光学科准教授

李家 賢一 東京大学大学院工学系研究科教授

※ ○は座長

「持続可能な地域航空のあり方に関する研究会」について（平成２８年６月設置）

北海道エアシステム（HAC）
丘珠空港を中心に6路線就航
機材:SAAB340B（36席）

3機使用

天草エアライン（AMX）
天草空港を中心に3路線就航
機材:ATR42-600（48席）

1機使用

オリエンタルエアブリッジ
（ORC）

長崎空港を中心に4路線就航
機材:DHC-8-Q200（39席）

2機使用

日本エアコミューター（JAC）
鹿児島空港を中心に24路線就航
機材:DHC-8-Q400（74席）9機使用

SAAB340B（36席）9機使用

ANAウィングス(AKX)
福岡/新千歳空港から14路線就航
機材:DHC-8-Q400（74席）

21機使用

DHC-8-Q400

SAAB340B 

ATR42-600

背景・趣旨

検討事項

委員名簿

地域航空ネットワークの概要
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２７

■対象航空機 ：９人以上の旅客、1,500メートル以下の長さの滑走路で離着陸できる飛行機
■補 助 方 式 ：補助対象航空機及びその部品の購入に要する費用の45%（沖縄路線に就航する場合は、

75 %）を補助

２．機体購入費補助

■一定の離島路線に就航する航空機について、通常の３／４へ軽減
１㎘ ＝ 26,000円 → 19,500円
※特例措置の期間（平成29年度～平成31年度）：１㎘ ＝ 13,500円に軽減

■沖縄路線に就航する航空機について、通常の１／２へ軽減
１㎘ ＝ 26,000円 → 13,000円
※特例措置の期間（平成29年度～平成31年度）：１㎘ ＝ 9,000円に軽減
※沖縄路線の適用対象には、沖縄県の区域内を結ぶ全路線も含む。

５．航空機燃料税の引き下げ

■ターボジェット機 （B737等） 一般路線の １/ ６
■その他航空機 （DHC-8-400等） 一般路線の １/ ８

うち、着陸料 ６ｔ以下（ｱｲﾗﾝﾀﾞｰ等） 一般路線の １/１６
航行援助施設利用料 15ｔ未満（SAAB340B等） 一般路線の １/１６

※以下の措置については、離島路線にも適用される。
最大離陸重量 50ｔ以下の小型機材に係る着陸料について、上記に加えて10％の軽減
最大離陸重量 15ｔ～20ｔの小型機材に係る航行援助施設利用料について、上記に加えて１／２の軽減

４．着陸料の軽減、航行援助施設利用料の軽減

■最大離陸重量 30ｔ～70ｔ（B737等） 取得後３年間１／３

その後３年間２／３に軽減
■最大離陸重量 30ｔ未満 （DHC-8-400等） 永久に１／４

６．固定資産税の軽減

■対象航空機 ：９人以上の旅客、1,500メートル以下の長さの滑走路で離着陸できる飛行機
■補 助 方 式 ：衛星航法補強システム（MSAS）受信機購入に要する費用の45%（沖縄路線に就航する

場合は、75%）を補助

３．衛星航法補強システム（MSAS)受信機購入費補助

離島航空路維持対策

■協議会（都道府県ごと）において、離島の生活に必要不可欠な航空路の確保維持の内容について
議論し、生活交通確保維持改善計画を策定
■補助対象路線

経常損失が見込まれる路線のうち、
①最も日常拠点性を有する、
②海上運送等の代替交通機関により概ね２時間以上、
③２社以上の競合路線でない路線

■補助対象経費は、実績損失見込額と標準損失額のいずれか低い方
■補助対象経費の１／２以内を国が補助（残り１／２は地域で負担）
■制度拡充 （平成２３年度下半期～） 特別会計から一般会計へ移行

（平成２４年度～） 離島住民運賃割引の拡充を支援
（平成２６年度～） 離島住民運賃割引の基準運賃の引き下げ

最も日常拠点性を有する路線に準ずる路線については、
離島住民運賃割引の補助対象とできるよう要件を緩和

１．運航費補助



• 平成27年12月10日に施行された改正航空法の運用を通じ、機体、操縦者及び運航管理体制といった要件
の具体化が進み、ガイドラインや民間団体等の取組も含め包括的なルール形成が進展

• 急速に進展する新技術の社会実装や利活用の多様化に対応するため、柔軟性を確保しつつ、可能なもの
から迅速・段階的にルールを整備

＜基本的飛行ルール＞

• 飲酒中の飛行禁止や出発前確認について周知啓発を進め、効果の検証結果を踏まえてルール整備
• 事故等情報の義務報告制度や、いわゆるヒヤリ・ハット情報の報告の仕組み、事故等情報の収集・分析システム構

築を検討

＜機体、操縦者、運航管理体制の更なる安全確保＞

• 民間団体等による講習会や運航管理マニュアルについ
て、一定の基準に適合しているものを国交省ＨＰに掲載
し、これを利用する場合、審査を一部簡素化

• 離島、山間部等における荷物配送を、2018年頃に本格
化させる仕組みを導入

• 都市部等における荷物配送を、2020年代頃に本格運用
できるよう機体の認証制度や操縦者の資格制度等につ
いて早期に検討・整備

• 許可・承認対象外の場合も講習会等の受講やマニュア
ル等の使用により安全を向上

＜航空機、小型無人機相互間の安全確保と調和＞

• 小型無人機と航空機の運航者等が参画する検討会
を早期に立ち上げ、2016年度末目途に有人機と無人
機、無人機同士の衝突回避ルール等を整備

• 空港等周辺において、誤作動･誤操作による危険を
未然に防ぐルールや対策を検討

• 有人機と無人機の運航者が、飛行情報を共有できる
仕組みを構築。また、航空情報（ノータム）の運用を改
善

＜その他＞

• 加入保険の継続徹底など、安全意識の維持・向上
• プライバシーの保護や第三者の土地の上空飛行について、ガイドラインの周知や自主的ルールの策定を促進
• 所有者を把握する自主的取組を推進
• 目視外飛行を支える無線システムのあり方

小型無人機の更なる安全確保に向けた制度設計の方向性＜概要＞

２８

小型無人機に係る制度設計の進め方

制度設計の方向性

基本的な考え方

小型無人機の更なる安
全確保に向け、平成28
年夏までに制度設計の
方向性とりまとめ

３年以内にドローンを
使った荷物配送を実現

小型無人機の更なる安全確保に向け、
平成28年７月に制度設計の方向性とりまとめ

・ 官民での協議を継続し、まずは刻々と
変化するニーズに柔軟に対応するた
め、安全確保策の体系的整理・共有を
行うとともに、現行制度を通達・ガイドラ
イン改正等により柔軟に見直し

・ 民間の知見や能力を育成・活用し、より
効率的な制度運用を実現

2018年頃に、離島、山間

部等の非人口密集地域
におけるドローンを使った
荷物配送を本格化

今後の制度設計の進め方

第三者上空飛行を許容で
きる飛行の安全性を確認
できる制度※へ見直し

2020年代頃に都市部でもドローンに
よる荷物配送の本格的運用を実現

官民協議会での議論

・ 改正航空法の運用の中で、機体、操縦者、運航
管理体制等の要件が具体化し、民間の取組（講
習等）と相まって、包括的ルールを形成

・ これらの結果、落下等の件数も低く抑えられ、
重大な事案も発生しておらず、安全意識も向上

・ 民間では次々に機体や技術が開発され、安全
確保のための対応策も刻々と変化

・ 常に官民で協議を行い、諸課題に個別に迅
速・柔軟に対応するため、可能なところから段
階的対応をしつつ、必要な見直しを実施

・ 今後の利活用の拡大に向けて、安全等のため
必要な技術開発と環境整備について、実現を見
込む時期を明確化(ロードマップを策定)

・ この中で、離島、山間部等の非人口密集地域に
おけるドローンを使った荷物配送は、現行制度
の柔軟な運用で実現させるとともに、都市部で
の荷物配送等の実現に向けて飛躍的安全性向
上とこれを確認する制度等の環境整備が必要と
の認識を共有

☆風雨等の耐環境性等を向上させることに加え、通信遮断、
バッテリー切れ等が生じても、安全な着陸を確保できる機体

・機体の機能・性能確保
・操縦者の技量確保
・運航管理体制等
について制度を整備

※第２回未来投資に向けた官民

対話（平成２７年１１月５日開催）
における総理発言（抜粋）

これまでの進め
方のイメージ

今後の見通し

民間ニーズへの対応

現状の評価

制度設計の方向性

柔軟な制度運用
と迅速な見直し

技術の進展により、「落
ちない機体」☆の開発

※基準の透明性を高め、許可・承認の
可否の予見可能性を高める



航空分野のインフラ国際展開

海外における航空インフラプロジェクトについては、アジア等における航空需要の拡大を
背景として、優れた技術や海外プロジェクトへの経験を有する我が国企業にも多くのビジネ
スチャンスが見込まれている一方、市場獲得の競争も激化している。
このため、相手国政府への働きかけや情報収集等、我が国企業の受注獲得に向けた取組み

を実施する。

アジア周辺の主なインフラ案件

＜参 考＞

・総合政策局予算 一般会計１，４３５ （１，２６３）百万円の内数 :「インフラシステム輸出等の推進」

・２９年度予算額 財政投融資(産業投資６４９億円(３８０億円)等の内数）
(株)海外交通・都市開発事業支援機構が行う出資と事業参画による支援を通じて、海外のインフラ市場
への我が国事業者のより積極的な参入を促進する。

※（ ）内は前年度予算

２９

バングラディシュ

ネパール

モンゴル

ミャンマー

ラオス

ベトナム

フィリピン

インドネシア

インド

スリランカ

ロシア

パラオ

・トリブバン国際空港運営・拡張・改修事業
・補給管理センター及び航空路レーダー管制業務整備事業
・主要空港航空安全設備整備計画

・ドレラ新国際空港建設・運営事業

・バンダラナイケ国際空港改善事業
（フェーズ２）

・ハバロフスク国際空港ターミナル建設・運営事業

・新ウランバートル国際空港運営事業

・ナザブ空港改修事業

・ロンボク国際空港拡張・運営事業
・マカッサル・ハサヌディン国際空港拡張事業
・新ジョグジャカルタ国際空港整備・運営事業

・航空安全性及び効率性向上事業

・パラオ国際空港運営事業

・新マニラ空港整備計画
・ニノイ・アキノ国際空港運営事業

・次世代航空保安システム整備計画

・ダッカ国際空港拡張事業
・ダッカ新国際空港整備計画
・航空保安設備整備計画

・ハンタワディ国際空港建設・運営事業
・次世代航空保安システムへの移行に係る

協力開発事業

・ワッタイ国際空港ターミナル運営事業

・ロンタイン新国際空港建設・運営事業

パプアニューギニア
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